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第４章 避難対策 
 

 注意喚起、高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保 
《 危機管理室、 各区区政調整課･地域起こ し 推進課、 各消防署》  

 

第１  注意喚起、高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の伝達の判断基準等 

注意喚起、 高齢者等避難、 避難指示の伝達を 行う 判断の基準は、 本章第３ 節によ る

も のと し 、 次の点に留意し つつ、 今後の気象予測等を 勘案する と と も に、 危険区域の

巡視活動を 行いな がら 対応する 。  

な お、 台風や津波な ど の災害に対し て 警戒する 場合において は、 気象庁が発表する

台風の中心気圧・ 進路等の情報や津波に関する 情報を 勘案する ほか、 巡視活動によ る

状況把握に努めな がら 、 注意喚起、 高齢者等避難、 避難指示、 緊急安全確保を 段階的

に発表・ 発令する 。  

《 今後の気象予測等を 勘案する 際の注意事項》  

１  土砂災害を 警戒する 場合 

大雨注意報が発表さ れた後、 土砂災害の危険性を 判断する 際には、 土砂災害に関す

る メ ッ シ ュ 情報（ ※） 等を 情報と し て 活用し 、 市域に影響を 及ぼす雨域の動き 方や急

激に発生する 雨雲等に十分注意し つつ、 気象庁が発表する 降水短時間予報、 広島地方

気象台と 広島県土木建築局砂防課が発表する 土砂災害警戒情報及び広島地方気象台等

から の気象予測等の情報を 踏ま え る 。  

ま た、局地的な 大雨や集中豪雨の頻発を 踏ま え 、降雨の実況監視強化、雨域の発達、

移動過程の観測を 行う ため、 国土交通省 川の防災情報を 活用する 。  

そ の他、 大雨警報（ 土砂災害） 発表後は、 実効雨量（ 72 時間半減期） を 、 本市が土

砂災害の危険性を 把握する 土砂災害に関する メ ッ シ ュ 情報（ ※） の補完情報と し て 参

照する 。  

※ 広島県土砂災害危険度情報で 表示さ れる 土砂災害の危険度に 応じ た メ ッ シ ュ 情報（ 危険度判

定）（ 実況で 特別警報基準値超過、 実況で 基準値超過、 １ 時間後に基準値超過、 ２ 時間後に 基準

値超過、 ３ 時間後に 基準値超過を 区分し て 表示）  

２  高潮を 警戒する 場合 

  予測潮位が基準値を 超え た 場合において 、 高潮の危険性を 判断する 際は、 広島地方

気象台が発表する 潮位予測と と も に、 低気圧又は台風の中心気圧や進路のほか、 広島

県防災情報シ ス テ ムから の潮位予測等の情報を 踏ま え る 。  

３  洪水を 警戒する 場合 

基準水位に達し た 場合において 、 洪水の危険性を 判断する 際には、 今後の降雨に関

する 情報のほか、 上流域で の既往降水量、 上流の水位観測情報及び国土交通省太田川

河川事務所、 県等から の水位情報を 踏ま え る 。  

ま た、局地的な 大雨や集中豪雨の頻発を 踏ま え 、降雨の実況監視強化、雨域の発達、

移動過程の観測を 行う ため、 国土交通省 川の防災情報を 活用する 。  

 ４  津波を 警戒する 場合 

国外で の地震・ 火山噴火等によ る 津波の影響を 「 遠地地震に関する 情報」 と し て 発

表さ れた 場合において 、 津波の危険性を 判断する 際は、 広島地方気象台等から の情報

を 踏ま え る 。  

 

第２  注意喚起 

危機管理室長又は副区長は、 水害が発生する おそ れがある と 認めら れる 場合は、 市

域全体又は必要な 区域に降雨、潮位、河川の水位、防災施設の異常等の情報を 知ら せ、

住民等に注意を 喚起し 、 状況に応じ て 避難の準備を する こ と や住民等が自ら 危険性を

判断し て 避難する こ と （ 以下「 自主避難」 と いう 。） を 促す。 な お、 注意喚起は適切な

避難行動につな がる よ う 、 分かり やすく 、 かつ、 危機意識が高ま る よ う な 内容で 伝達



 

 
 

411 

する 。  

区分 実施の時期 伝達内容 伝達方法 

注
意
喚
起 

災 害 が 発 生 す

る お そ れ が あ

り 、 注意喚起す

る と き 。  

( ｱ)  気象情報 

( ｲ)  留意事項 

( ｱ)  市防災行政無線 

( ｲ)  市防災情報共有シ ス テ ム 

( ｳ)  市防災情報メ ール配信シ ス テ ム 

  （ 聴覚障害者へのＦ Ａ Ｘ 、 避難行動要支

援者等への電話通知含む。）  

( ｴ)  市ホ ームページ  

( ｵ)  Ｓ Ｎ Ｓ （ X、 Facebook、 LI NE）  

 
第３  高齢者等避難 

区長又は危機管理担当局長は、気象状況等によ っ て 、災害が発生する おそ れがあり 、

人の生命又は身体を 災害から 守り 、 そ の他災害の拡大を 防止する た め、 必要がある と

認める と き は、必要と 認める 地域の必要と 認める 居住者、滞在者その他の者（ 以下「 居

住者等」 と いう 。） に対し 、 不要不急の外出を 控え る こ と や、 避難のた めの準備を 呼び

かける と と も に、 要配慮者及び避難支援等関係者に対し 避難行動の開始を 促す。  

高齢者等避難の対象区域は、 あら かじ め定めた 災害種別ご と に人的被害の発生する

おそれのある 区域を 基本と し 、 発令する 。  

高齢者等避難は、 適切な 避難行動につな がる よ う 、 分かり やすく 、 かつ、 危機意識

が高ま る よ う な 内容で 伝達する 。  

区分 実施の時期 伝達内容 伝達方法 

警
戒
レ
ベ
ル
３ 

高
齢
者
等
避
難 

災 害 が 発 生 す る

おそ れがあり 、 避

難 の 準 備 を 促 す

と き 。  

ま た 、 要配慮者及

び 避 難 支 援 等 関

係者に対し て 、 避

難 行 動 の 開 始 を

促すと き 。  

( ｱ)  発令日時 

( ｲ)  発令理由 

( ｳ)  対象区域 

( ｴ)  避難場所 

( ｵ)  留意事項 

 

※ ( ｴ) は 避 難 場

所の開設が間

に 合わな い 場

合、 そ の旨を

伝達する 。  

( ｱ)  市防災行政無線 

( ｲ)  市防災情報共有シ ス テ ム 

( ｳ)  市防災情報メ ール配信シ ス テ ム 

 （ 聴覚障害者へのＦ Ａ Ｘ 、避難行動要支援者

等への電話通知含む。）  

( ｴ)  市ホ ームページ  

( ｵ)  Ｓ Ｎ Ｓ （ X、 Facebook、 LI NE）  

( ｶ)  県防災情報シ ス テ ムを 通じ た Ｌ ア ラ ート  

( ｷ)  避難誘導ア プ リ  

※ そ の他、 河川の放流警報設備な ど 、 災害状

況に 応じ て 活用する 。  
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第４  避難指示等 

 １  避難指示 

⑴ 市長又は区長は、 水害が発生し 、 又は発生する おそ れがある 場合において 、 人の

生命又は身体を 災害から 保護し 、 そ の他災害の拡大を 防止する ため特に必要がある

と 認める と き は、 必要と 認める 地域の必要と 認める 居住者に対し 、 避難のた めの立

退き を 指示する 。  

⑵ 避難指示の発令者について は、 原則区長と する 。 た だ し 、 区の応急組織体制が整

う 前に、 緊急に避難指示を 発令する 必要がある 場合や、 津波によ る 避難指示を 発令

する 必要がある 場合は市長が発令する 。  

２  緊急安全確保 

⑴ 災害が発生し て いる 又は災害の発生が極めて 差し 迫っ た 状況において 、 事態に照

ら し 緊急を 要する と 認める と き は、 市長又は区長は、 居住者等に対し 、 高所への移

動、 近傍の堅固な 建物への待避、 屋内の屋外に面する 開口部から 離れた 場所で の待

避その他の緊急に安全を 確保する た めの措置を 指示する 。  

⑵ 緊急安全確保の指示な ど の避難措置について は、 原則区長が発令する 。 た だ し 、

区の応急組織体制が整う 前に、 緊急安全確保を 発令する 必要がある 場合は市長が発

令する 。  

３  市長又は区長が不在の場合の取扱い  

市長又は区長が不在の時に、 避難指示等を 発令する 状況が生じ た 場合は、 次に記載

する 代理者が基準に基づき 、 躊躇な く 避難指示等を 発令する 。  

市長が不在の場合 区長が不在の場合 

代理順位 代理者 代理順位 代理者 

１  危機管理室担任副市長 １  副区長 

２  上記以外の副市長 ２  建設部長又は農林建設部長 

３  危機管理担当局長 ３  厚生部長 

４  危機管理室長 － － 

４  急激な 気象の変化への対応 

急激な 気象の変化に対応する た め、 災害警戒本部設置以前において も 、 避難指示等

の判断基準に達し た 場合は、 次に記載する 者が避難指示等を 発令する 。  

市長が不在の場合 区長が不在の場合 

代理順位 代理者 代理順位 代理者 

１  危機管理室担任副市長 １  副区長 

２  上記以外の副市長 ２  建設部長又は農林建設部長 

３  危機管理担当局長 ３  厚生部長 

４  危機管理室長 － － 
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第５  避難指示等の発令 

１  実施担当機関： 原則区長 

２  避難指示等の区分 

区分 実施の時期 伝達内容 伝達方法 

警
戒
レ
ベ
ル
４ 

避
難
指
示 

災害が発生する お

そ れが高い状況等で

あり 、 避難を 促すと

き 。  

( ｱ)  発令日時 

( ｲ)  発令理由 

( ｳ)  対象区域 

( ｴ)  避難場所 

( ｵ)  留意事項 

※ ( ｴ) は避難場

所の開設が間

に合わな い場

合、 そ の旨を

伝達する 。  

( ｱ)  市防災行政無線 

( ｲ)  市防災情報共有シ ス テ ム 

( ｳ)  市防災情報メ ール配信シ ス テ ム 

( 聴覚障害者へのＦ Ａ Ｘ 、 避難行

動要支援者等への電話通知含

む。 )  

( ｴ)  市ホ ームページ  

( ｵ)  Ｓ Ｎ Ｓ ( X、 Facebook、 LI NE)  

( ｶ)  県防災情報シ ス テ ムを 通じ た Ｌ

ア ラ ート  

( ｷ)  緊急速報メ ール( エ リ ア メ ール

含む。 )  

( ｸ)  サイ レ ン  

( ｹ)  避難誘導ア プ リ  

※1  そ の他、 消防ヘリ コ プ タ ー、

河川の放流警報設備、 テ レ ビ ・

ラ ジ オ 等への放送要請な ど 、 災

害状況に応じ て 活用する 。  

※2  ( ｸ) の一部は、 あら かじ め定め

ら れた 消防職員へ操作依頼す

る 。  

警
戒
レ
ベ
ル
５ 

緊
急
安
全
確
保 

災害が発生し て い

る 又は災害の発生が

極めて 差し 迫っ た状

況において 、 事態に

照ら し 緊急を 要する

と 認める と き  

３  市長及び区長は、 避難指示等を 発令し よ う と する 場合において 、 必要がある と 認め

る と き は、 指定地方行政機関又は県に対し 、 避難指示等に関する 事項について 助言を

求める こ と がで き る 。  

４  市長及び区長は、 避難指示等の発令の必要がある と 認める と き は、 夜間・ 早朝の時

間帯や避難場所の開設等の諸事情を 勘案せず、 躊躇する こ と な く 発令する 。  

  ま た、 急激に気象が変化し 危険性が高ま っ た場合には、 避難が必要と の判断を 迅速

な 避難指示等の発令につな げる た め、 避難場所の開設を 待つこ と な く 、 迅速に発令す

る 。  

  区長は、 避難指示等を 発令する 場合、 事前に、 市長（ 危機管理室） にそ の旨を 報告

する 。  

  な お、 事前に市長に報告する いと ま のな い場合は、 事後速やかに市長（ 危機管理

室） に報告する 。  

５  市長及び区長は、 必要と 認める 場合は、 警察及び自衛隊に対し 、 避難指示等の伝

達について 協力を 要請する 。  

６  区長は、 避難指示等を 発令する 場合は、 必要に応じ て 警察、 消防団、 自主防災組

織その他防災関係機関に対し 、 協力を 依頼する 。  

７  避難指示等を 伝達する 場合は、 自主防災組織の協力を 得て 組織的な 伝達も 併せて

行い、 聴覚障害者や視覚障害者な ど 要配慮者にも 配慮し て 、 伝達漏れのな いよ う 留

意する 。  

ま た、 遠隔操作化さ れて いな いサイ レ ン について は、 あら かじ め定めら れた消防職

員へ区役所等から サイ レ ン 吹鳴の操作依頼を 行う 。  

８  市長は、 避難指示等の周知を 図る た め、 テ レ ビ ・ ラ ジ オ 等の放送機関に協力を 求

め、 放送を 依頼する ｡ 

９  避難指示等を 発令する 場合において 、 立退き 先を 指定する と き は、 本市が指定す

る 指定緊急避難場所の中から 選定する 。  
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10 区長、 消防局長又は消防署長は、 水害が発生し 、 又はま さ に発生し よ う と する 場

合において 、 人の生命又は身体に対する 危険を 防止する た め特に必要がある と 認め

る と き は、 警戒区域を 設定し 、 災害応急対策に従事する 者以外の者に対し て 立入禁

止又は制限等必要な 措置を 講じ る 。  

11 区長、 消防局長又は消防署長は、 警戒区域を 設定し よ う と する 場合において 、 必要

がある と 認める と き は、 指定地方行政機関又は県に対し 、 警戒区域の設定に関する 事

項について 助言を 求める こ と がで き る 。   

12 避難指示等の発令に当た っ て は、 た だ ち に適切な 行動につな がる よ う 、 分かり やす

く 、 かつ、 危機意識が高ま る よ う な 内容で 伝達する 。  

   ま た 、 避難場所を 開設する いと ま がな く 、 避難指示等を 発令し た 場合、 避難場所を

開設し て いな いこ と や、 そ れぞれの場所で 各自が何ら かの安全な 行動を と る と いっ た

付帯的な 文言を 付けた 情報を 発信する 。  

 

 

 住民説明の実施及び関係機関への報告等  
《 各区区政調整課･地域起こ し 推進課、 危機管理室》  

 

第１  高齢者等避難の伝達又は避難指示等の発令を行った場合の住民説明の実施等 

区長は、 住民と 一体と な っ た 防災活動を 確保する た め、 高齢者等避難の伝達又は避

難指示等を 発令し た 場合には、 避難時又は事後において 、 避難を 要し た 状況等につい

て 自主防災組織等を 通じ る な ど し て 住民等への説明を 行う と と も に、 住民等の避難状

況の把握に努める 。  

 

第２  関係機関への通知及び報告 

１  市長は、 避難指示等を 発令し た と き 、 速やかにそ の旨を 県知事へ報告する 。  

ま た、 避難の必要がな く な っ た と き も 、 そ の旨を 公表する と と も に、 県知事へ報告

する 。  

２  区長は、 避難指示等を 発令し た と き 、 当該区域を 管轄する 警察署長へ通知する 。  
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 災害種別に応じた避難 
《 各区区政調整課･地域起こ し 推進課、 危機管理室災害予防課・ 災害対策課、 各

消防署》  

 

第１  洪水への対応 

１  段階に応じ た 対応 
段
階 

状    況 本市の体制 本 市 の 対 応 住 民 の 行 動 

第
１
段
階 

【 状況把握】  

洪水注意報（ 警戒レ ベ ル２ ） が

発表さ れた 場合 

 

【 注意体制】  

 気象情報や各地の雨量・ 水位

の状況等を 収集・ 把握する 。  

 テ レ ビ ・ ラ ジ オ 等を 通じ

て 気象情報に 注意する 。  

 

第
２
段
階 

【 注意喚起】  

洪水 警 報（ 警戒レ ベ ル３ 相当情

報） が発表さ れた 場合 

 

【 警戒体制】  

１  防災行政無線等に よ り 、 該

当区への注意喚起、 要配慮者

に 対す る 早めの避難準備や自

主避難の呼びかけを 行う 。  

２  住 民 か ら 異 常 通 報 が あ っ た

地域やあ ら かじ め定めら れた

区域への巡視を 行う 。  

１  テ レ ビ ・ ラ ジ オ 等 を 通

じ て 気象 情報に 十分注意

する 。  
２  要配慮者 及び 避難 支援

等関係者 は避難 の準備を
行 う ( 持 っ て い く も の の
整理、避難場所の確認・ 確
保、 家族と の連絡な ど ) 。  

３  状況に 応 じ 、 あ ら かじ
め決めて お い た 安全な 場
所に あ る 知人宅 や地域が
自主的に 開錠し た 避難場
所 に 自 主 避 難 す る 。 ( ※
２ )  

４  堤防の亀 裂や漏水 な ど
異常な 現 象を 発 見し た と
き は、 区 役所や 消防署へ
通報する 。  

第
３
段
階 

【 警戒レ ベ ル３ （ 高齢者等避難）】 

１  洪水警報（ 警戒レ ベ ル３ 相当

情報） が発表さ れ、 避難判断水

位（ レ ベ ル３ 水位） に 到達し 、

かつ 、「 氾濫警戒情報」 が通知さ

れた 場合 

２  漏水・ 侵食を 発見し た と の通

報を 受けた 場合 
【 災害警戒本部】  

１  防災行政無線等に よ り 、 必

要な 区域（ ※１ ） に、 警戒レ ベ

ル３（ 高齢者等避難） を 発令す

る 。  

２  原則と し て 、 小学校区に １ 箇

所拠点的な 指定緊急避難場所

を 開設する 。  

１  不要不急 の外出は 控え

避難の準備を 行う （ 持っ

て い く も のの整理、 避難
場所の確認・ 確保、家族と

の連絡な ど ）。  

２  要配慮者 及び 避難 支援
等関係者は、 避難行動を

開始する 。  

３  状況に 応 じ 、 あ ら かじ

め 決めて お い た 安全な 場

所に あ る 知人宅や地域が

自主的に 開錠し た 避難場

所、 市が開設し た 指定緊

急避難場所に 避難する 。  

第
４
段
階 

【 警戒レ ベ ル４ （ 避難指示）】  

１  「 氾濫危険情報」 が通知さ れ

た 場合 

２  河川管理者から 水位が堤防高

又は背後地盤高を 越え る こ と が

予想さ れる こ と の情報を 得た 場

合 

３  異常な 漏水・ 侵食を 発見し た

と の通報があっ た 場合 

４  巡視等に よ り 、 漏水・ 侵食に

よ る 堤防の決壊や越水・ 溢水の

発 生 に よ る 浸 水 の お そ れ が あ

り 、 立ち 退き 避難が必要と 判断

し た 場合 

【 災害対策本部】  

１  必要な 区域( ※１ ) に 、 警戒

レ ベル４（ 避難指示） を 発令す

る 。  

  急激に 気象が変化し 、 危険

度が高ま っ た 場合は、 指定緊

急避難場所の開設を 待つ こ と

な く 、 迅速に 発令する 。  

 

 

 

 

２  被害の程度、 避難者の人数

等を 勘案の上、 順次必要な 指

定緊急避難場所を 開設する 。  

１  直ち に 避難する 。  

２  指定緊急 避難場所等へ

の移動中 に 、 急 激な 気象
変化に よ り 、 移 動が困難

と な っ た 場合は 、 付近の
堅固な 建 築物や 浸水時緊
急退避施 設に 避 難す る 。

屋外の移 動に 危 険を 伴う
場合に は 、 建物 内の安全
な 場 所 ( 上 階 ) に 待 避 す

る 。 ( ※３ )  
  状況が落 ち 着い た 段階

で 、 よ り 安全な 場所へ移

動する 。  

～～～≪警戒レ ベル４ ま で に 必ず避難≫～～～ 

約 1 分   約 5 秒   約 1 分 

【サイレン】【休止】【サイレン】 
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第
５
段
階 

【 警戒レ ベル５ （ 緊急安全確保） 】  

 災害が発生し 、 又は切迫し て い

る 状況に おい て 、 指定緊急避難場

所等へ立退き 避難する こ と がかえ

っ て 危険で あ り 、 住民等に 対し 立

退き 避難を 中心と し た 避難行動か

ら 直ち に 命を 守る た めの行動を と

る よ う 促す必要がある と 発令権者

が判断し た 場合 

（ 災害が切迫し ている 状況例）  

１  異常な 漏水の進行や亀裂・ す

べり 等に よ り 決壊のお そ れが高

ま っ た と の通報があっ た 場合 

２  水位が氾濫開始相当水位に到

達、 又は堤防高や背後地盤高に

到達する お そ れが高い場合 

（ 災害発生の例）  

３  「 氾濫発生情報」 が通知さ れ

た 場合 

４  堤防の決壊や越水・ 溢水が発

生し た 場合 

 １  必要な 区域に 、 警戒レ ベ ル

５ （ 緊急安全確保） を 発令す

る 。 た だ し 、 災害が発生・ 切迫

し て い る 状況を 、 必ず 把握で

き る と は限ら な い た め 、 警戒

レ ベル５（ 緊急安全確保） は必

ず発令で き る も ので はな い。  

２  警戒レ ベ ル５ （ 緊急安全確

保） を 発令し た 区域に は、具体

的な 災害の発生状況やと り 得

る 行動等を 可能な 限り 伝達す

る こ と に注力する 。  

緊急安全 確 保は 、 災 害が

発生・ 切迫 し た 段階で の行

動で あ り 、 適切 な タ イ ミ ン

グで「 立退き 避難」 を し な か

っ た 又 はで き な かっ た こ と

に よ り 、 避 難し 遅れた 居住

者等が と る 次善 の行動で あ

る 。  

１  命の危険 があ る こ と か

ら 、 直ち に 安全 を 確 保す

る た めの行動を と る 。  

２  指定緊急 避難場所 等へ

の避難がかえ っ て 危 険で

あ る 場合は、 相 対的 に 安

全だ と 判断で き る 少 し で

も 高い 場所へ移動する 。  

３  「 緊急安全確保」 は必ず

発令さ れる 情報 で は な い

こ と に 注意する 。  

 

○ 基準水位の設定がな い河川に ついて は、 洪水警報が発表さ れ、 気象庁が公表する 洪水警報の危険度分布で「 警

戒」 が出現し た 場合（ 流域雨量指数が洪水警報基準に 到達する 場合） や、 洪水警報の危険度分布で 「 危険」 が出
現し た 場合（ 流域雨量指数が洪水警報基準を 大き く 超過する 場合） に 、 必要に応じ て 警戒レ ベル３ （ 高齢者等避

難） 又は警戒レ ベル４ （ 避難指示） を 発令する 。  

○ 警戒レ ベル３ 以上の発令が必要と な る よ う な 強い 降雨を 伴う 台風等が、 夜間から 明け方に 接近・ 通過する こ と
が予想さ れる 場合、 又は立退き 避難が困難と な る 暴風を 伴い接近・ 通過する こ と が予想さ れる 場合に は、 防災関

係機関等から 情報収集を 行い 、 必要に 応じ て 早めに警戒レ ベ ル３ （ 高齢者等避難） 又は警戒レ ベル４ （ 避難指示）

を 発令する 。  
〇 異常洪水時防災操作が開始さ れる 場合には、 防災関係機関等から 情報収集を 行い、 必要に 応じ て 警戒レ ベル４

（ 避難指示） を 発令する 。  

〇 状況欄に該当し な い 場合にお いて も 、 災害のおそ れがあり 早めの立退き 避難等が必要な 場合に は、 警戒レ ベル
３ （ 高齢者等避難） 又は警戒レ ベ ル４ （ 避難指示） を 発令する 。  

※１  洪水浸水想定区域を 目安と し 、 基準を 超過し た 水位観測所の受持ち 区間内から の浸水が想定さ れる 区域を 対

象と する 。  
※２  遠く に避難する 場合は、 近所の人に避難先を 知ら せて お く 。  

※３  堅固な建築物の上階に住む人は、 あら かじ め３ 日分程度の水や食料を 備えておけば移動し ない方が安全である 。  

洪水ハザード マ ッ プ 等を 活用し 、 日頃から 地域の浸水想定状況を 確認のう え 、 一時的な 避難先と する 浸水時
緊急退避施設や堅固な 建築物等の所在、 避難経路を 確認し て お く 。  

２  避難方法 

警戒レベル 
警戒レ ベル１ ・ ２  
（ 気象状況悪化）  

警戒レ ベル３  
（ 災害のおそれあり ）  

警戒レ ベル４  
（ 災害のおそれ高い）  

警戒レ ベル５  
（ 災害発生又は切迫）  

避難情報等 洪水注意報・ 警報 高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保 

避難行動 

    
自宅・ 職場な ど  

建物内の安 全な 場 所

（ 上階） に 待避す る 。 

 

本市が開設す る 指定緊急避難場 所

（ 洪水） へ避難す る 。  

あ ら かじ め決め て お い た 安全な 場所に あ る 知人宅や、 地域が自主的に 開錠し た

避難場所へ避難す る 。  

状 況に 応じ 、 適 切な 避難 行動 を 取 る 。  

・ 命の危険がある こ と

から 、 直ち に安全を 確

保する た めの行動を 取

る 。  

・ 相対的に 安全だ と 判

断で き る 少し で も 高い

場所へ移動する 。  

付近の堅牢 な 建築 物

や浸水時緊 急退避 施

設に 緊急避難す る 。  
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３  洪水浸水想定区域における 警戒避難体制 

水防法第 14 条の規定に基づき 指定さ れた 、 太田川水系太田川、 根谷川、 三篠川、 天

満川、 旧太田川、 元安川、 古川、 安川、 水内川、 府中大川、 鈴張川、 南原川、 瀬野川

水系瀬野川、 八幡川水系八幡川、 岡ノ 下川水系岡ノ 下川に係る 洪水浸水想定区域につ

いて は、 そ れぞれの洪水浸水想定区域ご と に、 次のと おり 警戒避難体制を 定める 。  

ま た、 広島県が公表し た太田川水系京橋川及び猿猴川に係る 洪水浸水想定区域につ

いて も 、 上記に応じ て 警戒避難体制を 定める 。  

⑴ 洪水浸水想定区域内の住民等は、 気象台から 洪水警報の発表があっ た 場合は、 テ

レ ビ やラ ジ オ等から 情報収集する 。  

 な お、 状況に応じ て 、 あら かじ め決めて おいた 知人宅や地域が自主的に開錠し た

洪水の影響がな い避難場所に自主避難する 。  

⑵ 洪水浸水想定区域内の住民等は、 前兆現象な ど に注意し 、 異常を 感じ た 場合は、

身の安全を 確保し た う え で 、 区役所や消防署へ通報する 。  

⑶ 洪水浸水想定区域内の住民等は、 本市から 高齢者等避難の伝達があっ た 場合は、

不要不急の外出を 控え 、 避難の準備を 行う 。 ま た 、 要配慮者及び援助者は、 避難行

動を 開始する 。  

な お、 状況に応じ あら かじ め決めて おいた知人宅、 地域が自主的に開錠し た 避難

場所又は本市が開設する 指定緊急避難場所等に避難する 。  

⑷ 洪水浸水想定区域内の住民等は、 本市から 避難指示の発令があっ た 場合や堤防か

ら 水があふれる ( 越水) 危険や堤防の決壊( 破堤) のおそれがある と 判断し た場合は、

原則と し て 橋梁を 渡ら ず、 指定緊急避難場所の中から 本市が開設し た 施設又はあら

かじ め決めて おいた 知人宅、 堅固な 建築物の上階等にすぐ 避難する 。  

ま た 、 地下施設にいる 者は施設管理者等の行う 避難誘導に従い、 本市が開設し た

指定緊急避難場所や堅固な 建築物の上階に避難する 。  

な お、浸水な ど によ り 、本市が開設し た 避難場所等への避難に危険が伴う 場合は、

近く の浸水時緊急退避施設や堅固な 建築物の上階等に緊急避難する 。  

  ⑸ 避難に当た っ て は、 自主防災組織等が中心と な っ て 、 要配慮者に配慮し 、 地域ぐ

る みで 行動する よ う 努める も のと する 。  

  ⑹ 資料編２ －２ －２ に掲げる 地下街等の管理者等は、 避難確保・ 浸水防止計画を 作

成し 、 利用者の洪水時の円滑かつ迅速な 避難の確保及び洪水時の浸水の防止のた め

の訓練を 行う と と も に、 自衛水防組織を 置く 。  

  ⑺ 資料編２ －２ －２ に掲げる 地下街等以外の地下施設の管理者等は、 消防法に基づ

く 消防計画に定める 避難誘導を 行う と と も に、 浸水防止対策等によ り 利用者の安全

を 確保する 。  

⑻ 資料編２ －２ －２ に掲げる 要配慮者利用施設の管理者等は、 避難確保計画を 作成

し 、 利用者の洪水時の円滑かつ迅速な 避難の確保のための訓練を 行う と と も に、 自

衛水防組織を 置く よ う 努める 。  

⑼ 本市は、地下街等が取り 組む避難確保・ 浸水防止計画の作成・ 見直し や訓練実施、

自衛水防組織の編成等の自衛水防の取組を 推進する ため、 当該地下街等の管理者等

に対し て 、 必要な 指導・ 支援を 行う と と も に、 報告さ れた 避難確保・ 浸水防止計画

を ホームページ 等で 公表する 。  

⑽ 本市は、 避難確保計画の作成・ 見直し や訓練実施等の取組を 推進する ため、 当該

要配慮者利用施設の管理者等に対し て 、 必要な 指導・ 支援を 行う 。  

⑾ 本市は、 水防法に基づき 、 資料編２ －２ －２ に掲げる 施設（ 所有者又は管理者及

び自衛水防組織の構成員（ 要配慮者利用施設は自衛水防組織が設置さ れた 場合） に

限る 。） に 対し て 洪水予報等必要な 情報を 広島市防災情報メ ール配信シ ス テ ム等に

よ り 伝達する 。  

ま た 、 本市から の情報伝達を 希望する 地下施設に対し て も 、 同様と する 。  
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第２  土砂災害への対応 

１  段階に応じ た 対応 
段
階 

状    況 本市の体制 本 市 の 対 応 住 民 の 行 動 

第
１
段
階 

【 状況把握】  

大雨注意報（ 警戒レ ベル２ ）

が発表さ れた 場合 
【 注意体制】  

 気象情報や各地の雨量・ 出水の状況

等を 収集・ 把握する 。  

 テ レ ビ ・ ラ ジ オ 等を 通じ て 気

象情報に十分注意する 。  

第
２
段
階 

【 注意喚起】  

１  大雨警報( 土砂災害) （ 警戒

レ ベル３ 相当情報） が発表さ

れた場合 

２  前兆現象など 身の危険を 感

じ た場合 

【 警戒体制】  

１  防災行政無線等によ り 、該当区へ

の注意喚起、要配慮者に対する 早め
の避難 準備 や自 主避難の呼 び かけ
を 行う 。  

２  住民から 異常通報があ っ た 地域
やあ ら かじ め定 めら れた 区 域への
巡視を 強化する 。  

 

１  テ レ ビ ・ ラ ジ オ 等を 通じ て

気象情報に 十分注意する 。  
２  要配慮者及び 避難支援等関

係 者は避 難の 準備 を 行 う ( 持

っ て いく も のの整理、 避難場
所の確認・ 確保、 家族と の連
絡な ど ) 。  

３  状況に 応じ 、 あ ら かじ め決
めて おい た 安全な 場所に ある
知人宅や地域が自主的に 開錠

し た 避 難 場 所 に 自 主 避 難 す
る 。（ ※２ ）  

４  前 兆 現 象 を 発 見 し た と き

は、 区役所や消防署へ通報す
る 。  

第
３
段
階 

【 警戒 レ ベ ル３ （ 高齢 者等 避

難）】  

大雨警報（ 警戒レベル３ 相当情

報） が発表さ れ、 土砂災害に関す

る メ ッ シ ュ 情報( ※３ ) に危険度

( ３ 時間後に基準値超過) が表示

さ れた場合 
【 災害警戒本部】  

１  防災行政無線等によ り 、必要な 区

域( ※１ ) に 、 警戒レ ベ ル３（ 高齢者

等避難） を 発令する 。  

２  原則と し て 、小学校区に １ 箇所の
拠点的 な 指 定緊 急避難場所 を 開設

する 。  

１  不要不急の外出を 控え 、 避
難 の準 備 を 行 う ( 持 っ て い く
も のの整理、避難場所の確認・

確保、 家族と の連絡な ど ) 。  
２  要配慮者及び 援助者は、 避

難行動を 開始する 。  

３  状況に応じ 、 あ ら かじ め決

めて おい た 安全な 場所にある

知人宅や地域が自主的に開錠

し た 避難場所、 市が開設し た

指 定 緊 急 避 難 場 所 に 避 難 す

る 。 ( ※２ )  

第
４
段
階 

【 警戒レ ベ ル４ （ 避難指示）】  

１  大雨警報（ 警戒レベル３ 相当

情報） 又は土砂災害警戒情報

（ 警戒レベル４ 相当情報） が発

表さ れ、 土砂災害に関するメ ッ

シュ 情報に危険度( ２ 時間後に

基準値超過、 １ 時間後に基準値

超過、 実況で基準値超過又は実

況で特別警報基準値超過) が表

示さ れた場合 

２  土砂災害の前兆現象( 湧き

水・ 地下水の濁り 、 渓流の水量

の変化等) が発見さ れた場合 

３  土砂災害緊急情報が通知さ

れた場合 

【 災 害対 策本 部 】  

１  必要な 区域( ※１ ) に、警戒レ ベ ル

４ （ 避難指示） を 発令する 。  

急激に 気象が変化し 、 危険が高

ま っ た 場合は、 指定緊急避難場所

の開設を 待た ず、迅速に発令する 。 

 

 

 

２  被害の程度、避難者の人数等を 勘

案の上、順次必要な 指定緊急避難場

所を 開設する 。  

３  大雨特別警報（ 土砂災害） が発表

さ れた 場合は、 警戒レ ベル４ （ 避難

指示）の発令区域が適切で ある か確

認する と と も に 、再び避難行動を 促

すた めに警戒レ ベル４ （ 避難指示）

発令の周知を 図る 。  

１  直ち に避難する 。  

２  指定緊急避難場所への移動
中に 、急激な 気象変化によ り 、

移動が困難と な っ た 場合は、

付近の堅固な 建築物に 避難す
る 。 屋外の移動に 危険を 伴う

場合に は建物内の安全な 場所
( 上階) に待避する 。  

  状況が落ち 着い た 段階で 、

よ り 安全な 場所へ移動する 。  
( ※４ )  

～～～≪警戒レ ベ ル４ ま で に必ず避難≫～～～ 

約 1 分   約 5 秒   約 1 分 
【サイレン】【休止】【サイレン】 
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第
５
段
階 

【 警戒レ ベル５ （ 緊急安全確保） 】  

 災害が発生し 、又は切迫し て

いる 状況に おいて 、指定緊急避

難 場所 等 へ立退き 避難 す る こ

と がかえ っ て 危険で あり 、住民

等 に 対 し 立退き 避 難を 中心 と

し た 避 難 行動から 直ち に 命 を

守 る た め の行動を と る よ う 促

す 必要 が あ る と 発 令権 者が 判

断し た 場合 

（ 災害が切迫し て い る 状況例） 

１  斜面のひび割れ、 大量の湧

き 水の発生、 地鳴り な ど 土砂

災害発生の前兆現象の通報が

あっ た 場合 

２  土砂災害に 関する メ ッ シ ュ

情報に 危険度（ 実況で 特別警

報基準値超過） が表示さ れ、

引き 続き 、 土壌雨量指数の上

昇が見込ま れる 場合 

（ 災害発生の例）  

３  土砂災害（ がけ崩れや土石

流） の発生が確認さ れた 場合 

【 災 害対 策本 部 】  

１  必要な 区域に 、 警戒レ ベ ル５（ 緊

急安全確保） を 発令する 。 た だ し 、

災害が発生・ 切迫し て いる 状況を 、

必ず把握で き る と は限ら な い た め、

警戒レ ベル５ （ 緊急安全確保） は必

ず発令で き る も ので はな い。  

２  警戒レ ベル５ （ 緊急安全確保） を

発令し た 区域には、具体的な 災害の

発生状 況や と り 得る 行動等 を 可能

な 限り 伝達する こ と に注力する 。  

緊急安全確保は、災害が発生・

切迫し た 段階で の行動で あり 、

適切な タ イ ミ ン グ で 「 立退き 避

難」 を し な かっ た 又はで き な か

っ た こ と に よ り 、 避難し 遅れた

居住者等がと る 次善の行動で あ

る 。  

１  命の危険があ る こ と から 、

直ち に 安全を 確保する た めの

最善の行動を と る 。  

２  指定緊急避難場所等への避

難がかえ っ て 危険で あ る 場合

は、 相対的に 安全だ と 判断で

き る 少し で も 山や崖から 離れ

た 場所へ移動する 。  

３  「 緊急安全確保」 は必ず発

令さ れる 情報で はな い こ と に

注意する 。  

○  警戒レ ベ ル３ 以上の発令が必要と な る よ う な 強い降雨を 伴う 台風等が、 夜間から 明け 方に接近・ 通過する こ と が予

想さ れる 場合、 又は立退き 避難が困難と な る 暴風を 伴い接近・ 通過する こ と が予想さ れる 場合には、 防災関係機関等

から 情報収集を 行い、 必要に応じ て 早めに 警戒レ ベ ル３ （ 高齢者等避難） 又は警戒レ ベ ル４ （ 避難指示） を 発令する 。 

〇  状況欄に該当し な い 場合にお い て も 、 災害のお そ れがあ り 早めの立退き 避難等が必要な 場合に は、 警戒レ ベ ル３

（ 高齢者等避難） 又は警戒レ ベル４ （ 避難指示） を 発令する 。  

※１  土砂災害防止法に基づく 土砂災害警戒区域と し 、 危険が確認さ れた 盛土等そ の他の危険区域は自主防災組織な ど

と あら かじ め協議し て 設定する 区域と する 。  

※２  遠く に 避難する 場合は、 近所の人に 避難先を 知ら せて おく 。  

※３  広島県土砂災害危険度情報で 表示さ れる 土砂災害の危険度に 応じ た メ ッ シ ュ 情報( 危険度判定) ( 実況で 特別警報

基準値超過、 実況で基準値超過、 1 時間後に基準値超過、 2 時間後に基準値超過、 3 時間後に基準値超過を 区分し て表示)  

※４  屋外の移動に 危険が伴う 場合は、 ①堅固な 建築物の上階に移動する 、 ②木造建築物で も 上階のし かも 山の反対側

のほう に移動する こ と に よ り 、 少し で も 危険性が低く な る 。  

なお、 土砂災害ハザード マッ プ 等を 活用し 、 日頃から 地域の土砂災害警戒区域や避難所、 避難経路等を 確認し ておく 。  

※５  大雨警報（ 土砂災害） 発表後は、 実効雨量（ ７ ２ 時間半減期） を 、 本市が土砂災害の危険性を 把握する 土砂災害

に関する メ ッ シ ュ 情報の補完情報と し て 参照する 。  

２  避難方法 

警戒レ ベ ル  
警戒レ ベル１ ・ ２  
（ 気象状況悪化）  

警戒レ ベル３  
（ 災害のおそれあり ）  

警戒レ ベル４  
（ 災害のおそれ高い）  

警戒レ ベル５  
（ 災害発生又は切迫）  

避難情報等 大雨注意報・ 警報 高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保 

避難 

行動 

    
自宅・ 職場な ど  

本市が開設す る 指定緊急避難場所（ 土砂） へ

避難す る 。  

あ ら かじ め決め て お い た 安全な 場所に あ る 知人宅や、 地域が自主的に 開錠し た

避難場所へ避難す る 。  

付 近 の 堅 牢 な 建 築 物

や 浸 水 時 緊 急 退 避 施

設に 緊急避難す る 。  

 

状況に応じ 、 適切な 避難行動を 取る 。  

・ 命の危険がある こ と

から 、 直ち に 安全を 確

保する た めの行動を 取

る 。  

・ 相対的に 安全だ と 判

断で き る 少し で も 山や

がけ から 離れた 場所へ

移動する 。  

建 物 内 の 安 全 な 場 所

（ 上階） に 待避す る 。  
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３  土砂災害警戒区域における 警戒避難体制 

土砂災害防止法第７ 条の規定に基づき 土砂災害警戒区域（ 以下「 警戒区域」と いう 。）

の指定を 受けた区域（ 資料編２ －２ －９ 参照） について 、 住民等が行う 警戒避難体制

を 定める 。 な お、 本市は、 土砂災害防止法第８ 条に基づく 警戒避難体制を 「 地域防災

計画（ 基本・ 風水害対策編） 第２ 章 災害予防計画 第２ 節 風水害予防計画 第４  土

砂災害・ 宅地災害等の予防対策 ６  警戒避難体制の整備」 のと おり 定める 。  

⑴ 平時から 行う 事項 

ア  警戒区域の住民等は自ら の住む地域の危険性を 把握する 。  

イ  土砂災害は発生を 予測する こ と が難し いこ と 、 命の危険を 脅かすこ と が多いこ

と から 、 気象情報や避難指示等の発令によ っ て 立ち 退き 避難を で き る だ け早く 行

う こ と が必要で ある こ と を 認識する 。  

ウ 土砂災害に対する 避難指示等は、 警戒区域を 対象と し て 発令さ れる こ と を 認識

する 。  

エ  本市と 地域住民等は協力し て 、 避難場所及び避難路を 選定し て 周知する 。  

オ 本市と 地域住民等は協力し て 、 土砂災害のハザード マ ッ プ の作成を 行う 。  

カ  土砂災害ハザード マ ッ プ 等を 活用し 、 日頃から 地域の土砂災害警戒区域の範囲

や避難場所、 避難経路等を 確認し 、 定期的に避難訓練等を 実施する 。  

キ 資料編２ －２ －10 に掲げる 要配慮者利用施設の管理者等は、 避難確保計画を 作

成し 、 急傾斜地の崩壊等が発生する おそ れがある 場合における 当該要配慮者利用

施設を 利用し て いる 者の円滑かつ迅速な 避難の確保のた めの訓練を 行う 。  

ク  本市は、 避難確保計画の作成・ 見直し や訓練実施等の取組を 推進する た め、 当

該要配慮者利用施設の管理者等に対し て 、 必要な 指導・ 支援を 行う 。  

⑵ 緊急時に行う 事項 

ア  警戒区域の住民等は、 気象台から 大雨警報（ 土砂災害） が発表さ れた 場合は、

広島市防災情報メ ール、 テ レ ビ やラ ジ オ 、 広島市防災ポータ ル、 気象庁ホ ームペ

ージ 、 土砂災害ポータ ルサイ ト ひろ し ま 等から 積極的に情報収集し 、 今後の気象

状況に留意する と と も に、 避難のた めの準備を 行う 。 夜間から 翌日早朝ま で の間

に強い雨が降る 可能性がある 場合な ど 必要に応じ 、 あら かじ め決めて おいた 安全

な 場所にある 知人宅等への自主避難を 行う 。  

イ  警戒区域の住民等は、 小さ な 落石、 湧き 水の濁り や地鳴り ・ 山鳴り 等の土砂災

害の前兆現象を 発見し た場合は、 い ち 早く 自主避難する と と も に、 身の安全を 確

保し た 上で すぐ に区役所や消防署に連絡する 。  

ウ 本市から 高齢者等避難の伝達があっ た 場合は、 不要不急の外出を 控え 、 避難の

準備を 行う と と も に、 必要に応じ 、 本市が指定する 指定緊急避難場所の中から 開

設さ れる 避難場所やあら かじ め自分で 決めて おいた 知人宅等に自主避難する 。  

特に、 警戒区域内の避難に時間を 要する 要配慮者等は、 あら かじ め定める 自主

防災組織等の援助者等の支援を 受け、 本市が開設する 指定緊急避難場所等に避難

する 。  

エ  警戒区域の住民等は、 本市から 避難指示等が発令さ れた 場合は、 あら かじ め決

めて おいた 知人宅や本市が開設し た 指定緊急避難場所に直ち に避難する 。た だ し 、

急激な 気象変化によ り 指定緊急避難場所が開設さ れて いな い場合や、 屋外を 移動

する こ と で かえ っ て 危険な 場合は、 近隣のよ り 安全な 場所や堅固な 建物の上階へ

移動し た り 、 そ れさ え 危険な 場合は、 屋内で も 上階のし かも 山の反対側に待避す

る 。  

オ 遠く に避難する 場合は、 近所の人に避難先を 知ら せて おく 。  

カ  避難に当た っ て は、 自主防災組織が中心にな っ て 、 要配慮者に配慮し 、 地域ぐ

る みで 行う も のと する 。  
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第３  高潮への対応 

１  段階に応じ た 対応 

段階 状    況 本市の体制 本 市 の 対 応 住 民 の 行 動 

第
１

段
階 

【 状況把握】  

 台 風 や 低 気 圧 が 接 近 す る 可

能性がある 場合 

必要に 応じ て  

【 注意体制】  

 台風の進路や高潮に 関す る 気

象情報等を 収集・ 把握する 。  

 テ レ ビ ・ ラ ジ オ 等を 通じ て

気象情報に 注意する 。  

第
２
段
階 

【 注意喚起】  

高潮注意報（ 警戒レ ベ ル３ 相

当情報） が発表さ れ、 本市の全

部 又 は 一 部 が 台 風 の 暴 風 域 内

に入る こ と が見込ま れる と き 。  

 

 必要に 応じ て  

【 警戒体制】  

１  防災行政無線等に よ り 、 該

当区への注意喚起、 要配慮者

に 対す る 早めの避難準備や自

主避難の呼びかけを 行う 。  

２  住民から 異常通報があ っ た

地域やあら かじ め定めら れた

区域への巡視を 行う 。  

１  テ レ ビ ・ ラ ジ オ 等を 通じ
て 状況の推移を 見守る 。  

２  要配慮者及び避難支援等
関係者は避難の準備を 行う
( 持っ て い く も のの整理、避
難場所の確認・ 確保、家族と
の連絡な ど ) 。  

３  状況に 応じ 、 あ ら かじ め
決めて お い た 安全な 場所に
あ る 知人宅や地域が自主的
に 開錠し た 避難場所に 自主
避難する 。 ( ※１ )  

４  異常潮位や堤防の亀裂な
ど 異常現象を 発見し た と き
は、 区役所や消防署へ連絡
する 。  

第
３
段
階 

【 警 戒 レ ベ ル ３ （ 高 齢 者 等 避

難）】  

１  高潮警報（ 警戒レ ベル４ 相

当情報） が発表さ れ、 本市の

全 部又は一 部が 台風 の暴風

域 内に 入る こ と が確 実で あ

る と 予測さ れ、 災害 の発生

する お そ れがある と き 。  
【 災 害警 戒本 部 】  

１  防災行政無線等に よ り 、 必

要な 区域( ※２ ) に 対し 警戒レ

ベル３ （ 高齢者等避難） を 発

令する 。  

２  原則と し て 、 小学校区に １

箇所拠点的な 指定緊急避難場

所を 開設する 。  

１  不要不急の外出を 控え 、
避 難 の 準 備 を 行 う ( 持 っ て
い く も のの整理、 避難場所
の確認・ 確保、家族と の連絡
な ど ) 。  

２  要配慮者及び援助者は、
避難行動を 開始する 。  

３  状況に 応じ 、 あ ら かじ め
決めて お い た 安全な 場所に
あ る 知人宅や地域が自主的
に 開錠し た 避難場所、 市が
開設し た 指定緊急避難場所
に避難する 。 ( ※１ )  

第
４
段
階 

【 警戒レ ベ ル４ （ 避難指示）】  

１  高潮警報（ 警戒レ ベ ル４ 相

当 情 報 ） 又 は 高 潮 特 別 警 報

（ 警戒レ ベル４ 相当情報） が

発表さ れ、 本市の全部又は一

部 が 台 風 の 暴 風 域 内 に 入 る

こ と が 確 実 で あ る と 予 測 さ

れ、 重大な 被害が発生する お

そ れがある 場合。  

２  巡視等によ り 越波・ 越流の

お そ れ や 海 岸 堤 防 等 の 倒 壊

の お そ れ が あ る と 判 断 し た

場合 

【 災害対策本部】  

１  必要な 区域( ※２ ) に 警戒レ

ベ ル４ （ 避難指示） を 発令す

る 。  

  急激に 潮位が上昇し 、 危険

度が高ま っ た 場合は、 指定緊

急 避 難 場 所 の 開 設 を 待 つ こ

と な く 、 迅速に発令する 。  

２  被害の程度、 避難者の人数

等を 勘案のう え 、 順次必要な

指定緊急避難場所を 開設す る

と と も に、 開設し た 指定緊急

避難場所を 周知する 。  

１  直ち に避難する 。  

２  指定緊急避難場所等への

移動中に 、 移動が困難と な

っ た 場合は、 付近の堅固な

建築物や浸水時緊急退避施

設に 避難す る 。 屋外の移動

に 危険が伴う 場合に は、 建

物内の安全な 場所( 上階) に

待避する 。  

  状況が落ち 着く のを 待っ

て 、 よ り 安全な 場所へ移動

する 。 ( ※３ )  

 

～～～≪警戒レ ベ ル４ ま で に必ず避難≫～～～ 

 

気象台が開催する台風説

明会の内容を踏まえる。  

約 1 分   約 5 秒   約 1 分 

【サイレン】【休止】【サイレン】 

気象台が開催する台風

説明会の内容を踏まえ

る。  



 

 
 

422 

第
５
段
階 

【 警戒レ ベル５ （ 緊急安全確保） 】  
 災害が発生し 、又は切迫し て

いる 状況に おいて 、指定緊急避

難 場 所 等 へ 立 退 き 避 難 す る こ
と がかえ っ て 危険で あり 、住民

等 に 対 し 立 退 き 避 難 を 中 心 と

し た 避 難 行 動 か ら 直 ち に 命 を
守 る た め の 行 動 を と る よ う 促

す 必 要 が あ る と 発 令 権 者 が 判

断し た 場合 

（ 災害が切迫し て いる 状況例）  
１  越波・ 越流のおそ れや海岸

堤 防 等 の 倒 壊 の お そ れ が 高

ま っ た と の 通 報 が あ っ た 場
合 

（ 災害発生の例）  

２  異常な 越波・ 越流が発生し
た 場合 

３  海 岸 堤 防 等 が 倒 壊 し た 場

合 

【 災害対策本部】  

１  必要な 区域に 、 警戒レ

ベル５（ 緊急安全確保） を

発令する 。た だ し 、災害が

発生・ 切迫し て い る 状況

を 、 必ず把握で き る と は

限ら な い た め 、 警戒レ ベ

ル５（ 緊急安全確保） は必

ず発令で き る も ので はな

い。   

２  警 戒 レ ベ ル ５ ( 緊 急 安

全 確 保 ) を 発 令 し た 区 域

に は、 具体的な 災害の発

生状況やと り 得る 行動等

を 可能な 限り 伝達する こ

と に注力する 。  

 緊急安全確保は、 災害が発生・

切迫し た 段階で の行動で あ り 、 適

切な タ イ ミ ン グで「 立退き 避難」を

し な かっ た 又はで き な かっ た こ と

に よ り 、 避難し 遅れた 居住者等が

と る 次善の行動で ある 。  

１  命の危険があ る こ と から 、 直

ち に 安全を 確保する た めの行動

を と る 。  

２  指定緊急避難場所等への避難

がかえ っ て 危険で ある 場合は、

相対的に 安全だ と 判断で き る 少

し で も 高い 場所へ移動する 。  

３  「 緊急安全確保」 は必ず発令

さ れる 情報で はな いこ と に注意

する 。  

〇 警戒レ ベ ル３ 以上の発令が必要と な る よ う な 潮位上昇が見込ま れる 台風等が、 夜間から 明け方に 接近・ 通過す
る こ と が予想さ れる 場合には、 防災関係機関等から 情報収集を 行い、 必要に応じ て 早めに警戒レ ベ ル３ （ 高齢者
等避難） 又は警戒レ ベル４ （ 避難指示） を 発令する 。  

〇 状況欄に 該当し な い場合にお い て も 、 災害のお そ れがあり 早めの立退き 避難等が必要な 場合に は、 警戒レ ベル
３ （ 高齢者避難） 又は警戒レ ベル４ （ 避難指示） を 発令する 。  

※１  遠く に 避難する 場合は、 近所の人に 避難先を 知ら せて おく 。  

※２  高潮浸水想定区域を 基本と し 、 必要に 応じ 自主防災組織な ど 地域住民と あら かじ め協議し て 設定する 区域と
する 。  

※３  堅固な建築物の上階に住む人は、 あら かじ め３ 日分程度の水や食料を 備えておけば移動し ない方が安全である 。  

ま た 、 洪水ハザード マ ッ プ 等を 活用し 、 日頃から 地域の浸水想定状況を 確認のう え 、 一時的な 避難先と する
浸水時緊急退避施設や堅固な 建築物等の所在、 避難経路を 確認し て お く 。  

 

２  避難方法 

警戒レ ベ ル 
警戒レ ベル１ ・ ２  

（ 気象状況悪化） 

警戒レ ベル３  

（ 災害のおそれあり ）  

警戒レ ベル４  

（ 災害のおそれ高い）  

警戒レ ベル５  

（ 災害発生又は切迫）  

避難情報等 高潮注意報・ 警報 高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保 

避難行動 

    

  

自宅・ 職場な ど  

建物内の安全な場所

（ 上階）に待避する。 

本市が開設す る 指定緊急避難場所（ 高

潮） へ避難す る 。  

あ ら かじ め決め て お い た 安全な 場所に あ る 知人宅や、 地域が自主的 に 開

錠し た 避難場所 へ避難す る 。  

状況に応じ 、 適切な避難行動を 取る。  

・ 命の危険がある

こ と から 、 直ち に

安全を 確保する た

めの行動を 取る 。  

・ 相対的に安全だ

と 判断で き る 少し

で も 高い場所へ移

動する 。  

付近の堅牢な建築物

や浸水時緊急退避施

設に緊急避難する 。  
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第４  津波への対応 

 １  状況に応じ た対応 

状況 本市の体制 本市の対応 住民の行動（ ※５ ）  

 津 波 注 意 報 、

津 波 警 報 又 は 大

津 波 警 報 が 発 表

さ れ た 場 合 （ ※

１ ）  

【 災害対策本部】  

１  必要な 区域（ ※３ ） に 避

難指示を 発令する （ ※４ ）。  

 

 

 

２  必要な 指定緊急避難場

所を 開設す る と と も に 、 開

設し た 指定緊急避難場所を

周知する 。  

１  直ち に避難する 。  

２  指 定 緊 急 避 難 場 所 等 へ の
移動中に、 目前急迫の浸水危
険にさ ら さ れ、 移動が困難と
な っ た 場合は、 付近の堅固な
建 築 物 や 浸 水 時 緊 急 退 避 施
設に避難する 。 屋外の移動に
危険が伴う 場合には、 建物内
の 安 全 な 場 所 ( 上 階 ) に 待 避
する 。（ ※６ ）  

  状 況 が 落 ち 着 く の を 待 っ
て 、 よ り 安全な 場所へ移動す
る 。  

３  人 命 に 関 わ る 緊 急 事 態 が
発生し た 場合は、 119 番通報
を は じ め あ ら ゆ る 手 段 を 用
い 、 区役所又は消防署へ連絡
する 。  

 国 外 で の 地

震 ・ 火 山 噴 火 等

に よ る 津 波 の 影

響 を 「 遠 地 地 震

に 関 す る 情 報 」

と し て 発 表 さ れ

た 場合 

【 必要に応じ た体制】

（ ※２ ）  

１  津波に 関す る 気象情報
等を 収集・ 把握する 。  

２  必要に 応じ 、 防災行政

無線等に よ り 、 沿岸部の住

民に 津波に 対す る 注意喚起

を 促す。  

テ レ ビ ・ ラ ジ オ 等を 通じ て 津

波等の情報に注意する 。  

 

※１  停電、 通信途絶等に よ り 、 津波警報等を 適時に 受ける こ と がで き な い 状況に おいて 、 強い揺れを 感じ た 場

合、 あ る いは、 揺れは弱く て も １ 分程度以上の長い揺れを 感じ た 場合も 同様と する 。  

※２  津波注意報等が発表さ れた 場合は、 原則と し て 上記と 同様の対応を 行う 。  

※３  津波注意報、 津波警報が発表さ れた 場合ご と に 定めた 区域と する 。  

※４  構造物の機能支障等の通報を 受け た 場合は、 必要な 区域に避難情報を 発信・ 発令する 。  

※５  住民の行動は、 震災対策編第４ 章第３ 節の津波災害の予防対策を 参考にする 。  
※６  堅固な 建築物の上階に住む人は、 あ ら かじ め３ 日分程度の水や食料を 備え て おけば移動し な い 方が安全で

ある 。  

ま た 、 津波浸水想定区域図等を 活用し 、 日頃から 地域の浸水想定状況を 確認の上、 一時的な 避難先と する

浸水時緊急退避施設や付近の堅固な 建築物等の所在、 避難経路を 確認し て おく 。  

 

約 1 分   約 5 秒   約 1 分 

【サイレン】【休止】【サイレン】 
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避難指示対象区域図 

津
波
注
意
報 

 

津
波
警
報 

 

【 出典】  広島県地震被害想定報告書（ Ｈ 25. 10）  

( 注１ )  最大浸水深が 30cm以上の区域を 対象と する 。  

（ 注２ ）  堤防等よ り 海側及び河川側の区域も 対象と する 。  

( 注３ )   大津波警報発表時には、 発表さ れる 津波高を 踏ま え 、 必要な 区域を 対象と する 。  
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２  避難方法 

気象情報 津波注意報 津波警報 大津波警報 

災害情報 避難指示 

避難行動 

   

３  津波災害警戒区域における 警戒避難体制 

津波防災地域づく り に関する 法律に基づき 、 県知事によ り 指定を 受けた 津波災害警

戒区域について 次のと おり 警戒避難体制を 定める 。  

⑴ 津波災害警戒区域内の住民等は、 自ら の住む地域の危険性を 認識する 。  

⑵ 津波災害警戒区域内の住民等は、 津波注意報や津波警報、 大津波警報が発表さ れ

た 場合には、 直ち に海岸付近や川辺な ど から 離れ、 急いで 高台な ど の安全な 場所へ

避難する 。  

ま た 、 地下施設にいる 者は施設管理者等の行う 避難誘導に従い、 本市が開設し た

指定緊急避難場所や津波災害警戒区域外の安全な 高台に避難する 。  

な お、浸水な ど によ り 、本市が開設し た 避難場所等への避難に危険が伴う 場合は、

近く の浸水時緊急退避施設や堅固な 建築物の上階等に緊急避難する 。  

⑶ 避難に当た っ て は、 自主防災組織等が中心と な っ て 、 要配慮者に配慮し 、 地域ぐ

る みで 行動する よ う 努める も のと する 。  

⑷ 津波は繰り 返し 襲っ て く る こ と から 、 津波注意報や津波警報、 大津波警報が解除

さ れる ま で は、 避難行動を 継続し 、 海岸付近や川辺には近づかな い。  

⑸ 資料編２ －２ －１ １ に掲げる 地下街等の管理者等は、 避難確保・ 浸水防止計画を

作成し 、 利用者の洪水時の円滑かつ迅速な 避難の確保及び洪水時の浸水の防止のた

めの訓練を 行う と と も に、 自衛水防組織を 置く 。  

⑹ 資料編２ －２ －１ １ に掲げる 地下街等以外の地下施設の管理者等は、 消防法に基

づく 消防計画に定める 避難誘導を 行う と と も に、 浸水防止対策等によ り 利用者の安

全を 確保する 。  

⑺ 資料編２ －２ －１ １ に掲げる 要配慮者利用施設の管理者等は、 避難確保計画を 作

成し 、 利用者の洪水時の円滑かつ迅速な 避難の確保のた めの訓練を 行う と と も に、

自衛水防組織を 置く よ う 努める 。  

⑻ 本市は、地下街等が取り 組む避難確保・ 浸水防止計画の作成・ 見直し や訓練実施、

自衛水防組織の編成等の自衛水防の取組を 推進する た め、 当該地下街等の管理者等

に対し て 、 必要な 指導・ 支援を 行う と と も に、 報告さ れた 避難確保・ 浸水防止計画

を 市ホ ームページ 等で 公表する 。  

⑼ 本市は、 避難確保計画の作成・ 見直し や訓練実施等の取組を 推進する ため、 当該

要配慮者利用施設の管理者等に対し て 、 必要な 指導・ 支援を 行う 。  

⑽ 本市は、 津波防災地域づく り に関する 法律に基づき 、 資料編２ －２ －１ １ に掲げ

る 施設（ 所有者又は管理者及び自衛水防組織の構成員（ 避難促進施設は自衛水防組

自宅・ 職場な ど  

本市が開設する 指定緊急避難場所（ 津波） や近く の高台に避難する 。  

付近の堅牢な 建築物や浸水時緊急退避施設に緊急避難する 。  

建物内の安全な 場所（ 上階） に待避する 。  

【 避難場所へ移動中に、 目前急迫の浸水危険にさ ら さ れ、 移動が困難と なっ た場合】  

【 屋外の移動に危険が伴う 場合】  
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織が設置さ れた 場合） に限る 。） に対し て 洪水予報等必要な 情報を 広島市防災情報メ

ール配信シ ス テ ム等によ り 伝達する 。  

ま た 、 本市から の情報伝達を 希望する 地下施設に対し て も 、 同様と する 。  

 

第５  内水（雨水出水）への対応 

１  段階に応じ た 対応 

段階 状況 本市の体制 本 市 の 対 応 住 民 の 行 動 

第
１
段
階 

【 状況把握】  

大 雨 注 意 報 が 発

表さ れた 場合 【 注意体制】  

気象情報や各地の雨量・

出水の状況等を 収集・ 把握

する 。  

 テ レ ビ ・ ラ ジ オ 等を 通じ て 気

象情報に注意する 。  

 

第
２
段
階 

【 状況把握】  

大雨警報（ 浸水害）

が発表さ れた 場合 【 警戒体制】  

 防災行政無線等によ り 、

注意喚起を 行う 。  

１  テ レ ビ ・ ラ ジ オ 等を 通じ て

気象情報に十分注意する 。  

２  状況に 応じ 、 建物内の安全

な 場所（ 上階） 等へ避難する 。 

※ 下水道局が管理する シ ス テ ムによ り 内水氾濫危険情報（ 雨水出水特別警戒水位到達情報） が発

表さ れた 場合は、 地下街管理者へ内水氾濫危険情報（ 雨水出水特別警戒水位到達情報） の周知を

行う と と も に、 警戒レ ベル４ （ 避難指示） の発令を 行う 。 ま た 、 地下街等への進入防止や低い場

所から の立退き を 必要な 区域に 指示する 。 さ ら に、 災害が発生し 、 又は切迫し て い る 状況にお い

て 、 直ち に命を 守る た めの行動を と る よ う 促す必要がある と 発令権者が判断し た 場合は、 警戒レ

ベ ル５ （ 緊急安全確保） を 発令する 。  

２  避難方法 

内水（ 雨水出水） は、 浸水が極めて 短時間で 発生する が、 氾濫規模が小さ く 、 浸水

が短時間で 解消する こ と から 、 屋内で の安全確保措置を 基本と する 。  

３  内水浸水想定区域における 警戒避難体制 

水防法第 14 条の 2 の規定に基づき 指定し た 千田地区について は、 次のと おり 警戒

避難体制を 定める 。  

⑴ 資料編２ －２ －２ に掲げる 地下街等の管理者等は、 避難確保・ 浸水防止計画を 作

成し 、 利用者の雨水出水時の円滑かつ迅速な 避難の確保及び雨水出水時の浸水の防

止のた めの訓練を 行う と と も に、 自衛水防組織を 置く 。  

⑵ 資料編２ －２ －２ に掲げる 地下街等以外の地下施設の管理者等は、 消防法に基づ

く 消防計画に定める 避難誘導を 行う と と も に、 浸水防止対策等によ り 利用者の安全

を 確保する 。  

⑶ 本市は、地下街等が取り 組む避難確保・ 浸水防止計画の作成・ 見直し や訓練実施、

自衛水防組織の編成等の自衛水防の取組を 推進する ため、 当該地下街等の管理者等

に対し て 、 必要な 指導・ 支援を 行う と と も に、 報告さ れた 避難確保・ 浸水防止計画

を ホームページ 等で 公表する 。  

⑷ 本市は、 水防法に基づき 、 水防管理者、 量水標管理者及び資料編２ －２ －２ に掲

げる 地下街等（ 所有者又は管理者及び自衛水防組織の構成員に限る 。） に対し て 内水

氾濫危険情報を 下水道局水位情報自動通報シ ス テ ムによ り 伝達する 。  

ま た 、 本市から の情報伝達を 希望する 地下施設に対し て も 、 同様と する 。  
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水防法第 14 条の 2 の規定に基づき 指定し た 千田地区 

 

 

 避難誘導 
《 各区区政調整課･地域起こ し 推進課、 区災害対策本部避難収容班を 構成する

局等、 各消防署》  

 
１  声かけ避難は、 自主防災組織等が主体と な っ て 行う 。 消防団員、 消防職員、 警察官

等は可能な 限り こ れを 支援する 。  

２  避難誘導は、 消防職員、 区職員、 消防団員、 警察官等及び自主防災組織等と 連携を

密にし 、 避難者が安全かつ迅速に避難で き る よ う 組織的に行う 。  

３  速やかな 避難がで き る よ う 平素から 住民に 避難誘導ア プ リ や防災マ ッ プ の周知を

図る と と も に、 指定緊急避難場所等、 避難路沿いの要所等に誘導に当た る 職員等を 可

能な 限り 配置し 、 避難者の速やかな 避難誘導を 行う 。  

４  避難誘導に当た っ て は、 要配慮者に配慮する 。 特に高齢者、 障害者等自力で の避難

が困難な 者に対し て は、 事前に援助者を 決めて おく な ど 支援体制を 整備し 、 円滑かつ

迅速な 避難の確保を 図る 。  

５  避難誘導に当た る 本市職員及び防災関係機関の職員等は、 正確な 情報把握に努め、

指定緊急避難場所等や避難路の状況が悪化し た 場合には、 時機を 失する こ と な く 再避

難等の措置を 講じ る 。  

６  帰宅途上者に 対し て は､交通情報等を 伝達する と と も に 、 帰宅困難な 場合には適切

な 指定緊急避難場所等への誘導を 行う ｡ 
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 避難路の確保 
《 各区区政調整課･地域起こ し 推進課》  

 

指定緊急避難場所等又は避難路に障害物ある いは危険物がある 場合は、 当該物件の除去、

保安そ の他必要な 措置を 講じ 、 避難の円滑化を 図る 。  

区長は、 避難誘導を 行う ため、 避難路の確保が必要と 認める と き は、 市災害対策本部を

通じ 、 防災関係機関又は災害協力事業者等に対し 、 協力を 依頼する 。 た だ し 、 緊急を 要す

る 場合は、 直接協力を 依頼で き る 。  

 

 

 指定緊急避難場所等の開設等 
《 各区区政調整課･地域起こ し 推進課、 区災害対策本部避難収容班を 構成する

局等》  

 

第１  指定緊急避難場所の開設 

区長は、 避難者を 収容する た め、 必要と 認める と き は、 本市が指定する 指定緊急避

難場所の中から 、 災害種別に応じ 、 地域の特性、 被害の程度、 避難者の人数等を 勘案

の上、 職員を 派遣し 、 指定緊急避難場所を 開設する 。  

な お、 気象、 道路等の状況を 勘案し て 、 職員の派遣が遅れる 場合等にあっ て は、 あ

ら かじ め鍵等を 寄託し て いる 自主防災組織等の代表者等に対し て 開錠を 依頼し 、 そ の

後職員を 派遣する も のと する 。  

 

第２  指定緊急避難場所等の段階的な開設 

  避難場所は下表のと おり 、 災害の危険度の各段階に応じ て 開設する こ と と する 。  

避難情報 指定緊急避難場所等 

注意喚起 
事前に地域で 定めて いる 施設を 避難場所と し て 必要に応

じ て 自主的に開錠 

警戒レ ベル３  

高齢者等避難 

原則と し て 、 小学校区に１ 箇所拠点的な 指定緊急避難場

所を 開設 

警戒レ ベル４  

避難指示 
必要な 指定緊急避難場所を 順次開設 

 

第３  指定緊急避難場所の管理運営 

１  区長は、 原則と し て 、 開設し た 指定緊急避難場所に職員（ 保健師を 除く 。） を 管理要

員と し て 常駐さ せ、 自主防災組織及び施設管理者の協力を 得て 避難者の保護に当た る 。

な お、 そ こ で の滞在が困難な 要配慮者がいる 場合は、 必要に応じ て 、「 福祉避難所の設

置及び管理運営に係る 協定」 を 締結し て いる 福祉施設等の中から 福祉避難所の設置を

検討する 。  

２  区長は、 避難者に適宜正確な 情報の提供等を 行う と と も に、 避難者の状況等を 早期

に把握する 。 避難者への情報提供に当たっ て は、 掲示や筆談用具を 用意する な ど 、 常

時適切な 情報提供に努める 。 ま た 、 区長は、 職員の交代に際し 、 マ ニ ュ ア ルに基づき

効率的な 引継ぎ が行われる よ う 指示する 。   

３  区長は、 感染症対策と し て 、 マ ニ ュ ア ル等に基づき 、 指定緊急避難場所の衛生管理

に可能な 限り 努める と と も に、 要配慮者及び女性や子ど も 、 性的マ イ ノ リ テ ィ な ど の

ニ ーズに対応で き る よ う 配慮する 。 ま た 、 必要に応じ て 、 施設管理者と 調整の上、 家

庭動物のた めのス ペース 確保に努める 。  
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第４  指定緊急避難場所の避難状況等の報告 

１  区長は、 指定緊急避難場所を 開設し た と き は、 直ち に そ の旨を 市長（ 危機管理室）

に報告する 。 た だ し 、 福祉避難所の開設について は健康福祉局健康福祉企画課へ報告

する 。  

２  区長は、 避難者数、 そ の他必要事項を 施設別に取り ま と め、 市長（ 危機管理室） へ

報告する 。 た だ し 、 福祉避難所について は健康福祉局健康福祉企画課へ報告する 。  

 

第５  指定避難所の開設 

区長は、 災害の発生によ り 住家を 失っ た 被災者が臨時的に宿泊・ 滞在する 場所が必

要で ある と 認める 場合には、 地域の特性、 避難者の人数等を 勘案の上、 指定避難所を

開設し 、 職員を 管理要員と し て 派遣する 。  

 

第６  指定避難所の管理運営 

１  区長は、 原則と し て 、 開設し た指定避難所に職員（ 保健師を 除く 。） を 管理要員と し て

常駐さ せ、自主防災組織及び施設管理者の協力を 得て避難者の保護に当たる 。 なお、 そこ

での滞在が困難な要配慮者がいる 場合は、 必要に応じ て、「 福祉避難所の設置及び管理運

営に係る 協定」 を 締結し ている 福祉施設等の中から 福祉避難所の設置を 検討する 。  

２  区長は、 避難者に適宜正確な 情報の提供等を 行う と と も に、 避難者の状況等を 早期

に把握する 。 避難者への情報提供に当たっ て は、 掲示や筆談用具を 用意する な ど 、 常

時適切な 情報提供に努める 。 ま た 、 区長は、 職員の交代に際し 、 マ ニ ュ ア ルに基づき

効率的な 引継ぎ が行われる よ う 指示する 。  

３  区長は、 感染症対策と し て 、 マ ニ ュ ア ル等に基づき 、 指定避難所の衛生管理に可能

な 限り 努める と と も に、 避難者の心身の健康確保のた めの健康相談の実施、 資機材を

活用し た プ ラ イ バシ ー及び入浴機会の確保並びに要配慮者及び女性や子ど も 、 性的マ

イ ノ リ テ ィ な ど のニ ーズに対応で き る よ う 、 ま た 、 女性や子ど も 等に対する 性暴力・

Ｄ Ｖ の発生を 防止する よ う 配慮する 。  

例え ば、 パーテ ィ シ ョ ン 、 段ボールベッ ド 等の簡易ベッ ド 、 授乳室や男女別のト イ

レ 、 物干し 場、 更衣室、 休養ス ペース 等の設置や、 乳幼児連れ、 女性のみの世帯や要

配慮者等に考慮し た 居住ス ペース （ 多目的ト イ レ な ど ） の設定に努める と と も に、 必

要に応じ て 、 施設管理者と 調整の上、 家庭動物のた めのス ペース の確保に努める 。  

仮設ト イ レ ・ 更衣室・ 入浴施設等の設置場所は、 昼夜を 問わず、 安心し て 使用で き

る 場所を 選ぶ等、 女性や子ど も 等の安全に配慮する よ う 努める と と も に、 指定避難所

の運営に男女両方が関わる こ と や、 特定の活動が性別や年齢等によ っ て 偏ら な いよ う

にする こ と 等に努める 。  

４  区長は、 関係機関、 地域住民及びボラ ン テ ィ ア 等の協力を 得て 、 飲料水、 食料、 生

活必需品及び仮設テ ン ト 等を 効率的に配給する と と も に、 指定避難所の安全と 秩序の

維持に努める 。  

５  指定避難所で の要配慮者に対する 配慮について は、基本・ 風水害対策編「 第３ 章 災

害応急対策 第２ ３ 節 災害時に お け る 要配慮者等への避難支援等 第１  要配慮

者の安否確認と 要望の把握 ３  指定避難所等で の要配慮者に対する 配慮」 に定める

と こ ろ によ り 、 適時適切に実施する 。  

６  健康福祉局長は、 指定避難所の近隣の高齢者施設等の協力を 得て 、 被災者が入浴で

き る 協定の締結を 検討する 。  

７  道路交通局長は、 入浴施設が指定避難所に近接し た 場所にな い場合は、 バス 協会等

と 連携し 、 当該指定避難所から 入浴施設ま で の交通手段の確保に努める 。  

８  健康福祉局長は、 指定避難所における 被災者支援を 総括する 。  

 

第７  指定避難所の避難状況等の報告 

１  区長は、 指定避難所を 開設し た と き は、 直ち にそ の旨を 市長（ 危機管理室） に報告

する 。 た だ し 、 福祉避難所の開設について は健康福祉局健康福企画課へ報告する 。  

２  区長は、 避難者数、 避難者の健康状態そ の他必要事項を 施設別に取り ま と め、 市長

（ 危機管理室） へ報告する 。 た だ し 、 福祉避難所について は健康福祉局健康福企画課
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へ報告する 。  

３  区長は、 必要な 支援を 積極的に行う た め、 指定避難所以外に避難し て いる 者や車中

避難者がい る 場合、 さ ら に、 在宅避難者がいる 場合、 そ の状況を 可能な 限り 把握し 、

市長（ 危機管理室） に報告する 。  

 

第８  男女共同参画の視点を取り入れた避難所運営のための支援 

男女共同参画や性的マ イ ノ リ テ ィ の視点を 取り 入れた避難所運営を 確保する た め、

避難者等から の相談を 受ける な ど 、 必要な 指導・ 支援に努める 。  

 

 

 避難指示等の解除 
《 危機管理室、 各区区政調整課・ 地域起こ し 推進課》  

 

第１  避難指示等の解除 

区長は、 現地の状況や今後の気象予報等を 勘案し 、 避難の必要がな く な っ た と 認め

ら れる と き は、 避難指示等を 解除する 。 区長が発令し た も のについて は、 自ら がこ れ

を 行う と と も に、 速やかに市長( 危機管理室) に報告する 。  

市長又は区長は、 避難指示等を 解除し た と き は、 避難指示等の発令の場合と 同様に

そ の周知を 図る 。  

 

第２  避難指示等の解除の際の助言 

市長は、避難指示等( 土砂災害が発生し 、又は発生する おそ れがある 場合における も

のに限る 。 ) を 解除し よ う と する 場合において 、 必要がある と 認める と き は、 国土交通

大臣又は県知事に対し 、当該解除に関する 事項について 、助言を 求める こ と がで き る 。

こ の場合において 、 助言を 求めら れた 国土交通大臣又は県知事は、 必要な 助言を する

も のと する 。   


